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NO 確認 事前相談時

１ □ 建物調査事前申込書（別紙１）

２ □ 付近見取図

３ □ 現況写真 必須ではない。

４ □ 平面図

NO 確認 交付申請時

１ □ 老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付申請書（様式第１号）

２ □ 位置図または付近見取図

３ □ 着工前の現場写真 ２方向以上からの撮影。日付

４

建物所有者の場合 □建物の登記事項証明書(発行日から３ヶ月以内)又は
□固定資産税課税台帳登録事項証明書(未登記の場合)

相続人の場合(追加資料) □戸籍謄本の写し 又は□遺産分割協議書・公正証書遺言等
※亡所有者の戸籍（申請者との関係が分かるもの）

土地所有者の場合
□建物の登記事項証明書(発行日から３ヶ月以内)又は
□固定資産税課税台帳登録事項証明書(未登記の場合)
□土地の登記事項証明書（発行日から３ヶ月以内）

相続人の場合(追加資料)

□戸籍謄本の写し又は□遺産分割協議書・公正証書遺言等
※亡所有者の戸籍（申請者との関係が分かるもの）
□同意書(様式 11 号)又は□誓約書（様式第 12 号）
※原則、同意書の提出。困難な場合は、誓約書を提出。

５ □ 工事見積書 補助対象金額がわかること

６ □ 誓約書（参考様式） 案件に沿う内容か確認。他の権利者がいる場合は必須。

７ □ 建設業許可証または解体工
事業の登録書の写し

□建設業法に基づく建築・土木・解体業許可証の写し
□建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録書の写し

８ □ 債権者登録依頼書 □通帳の口座名義人及び口座番号を確認することができる
箇所の写し

９ □ 本人確認書類
□申請者の運転免許証（表・裏）の写し

□住民票の写し（発行から 3ヶ月以内のもの、複写不可）
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NO 確認 完了後（工事完了日から 30以内に提出）

１ □ 老朽危険家屋等解体撤去費補助金完了報告書
（様式第６号）

２ □ 工事請負契約書の写し 記名押印されたもの

３ □ 工事前後の現場写真 ２方向以上からの撮影。日付

４ □ 工事代金領収書の写し
日付・宛名・金額・ただし書き・収
入印紙・発行者の住所氏名

５ □ 産業廃棄物管理表（マニフェスト） E票の写し

6 □ 老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付請求書
（様式第 8号）

交付申請額の算定

① 以下のⅠ・Ⅱのうちいずれか低い額の１/２以内
※1,000 円未満切り捨て 円

Ⅰ 除却に要する額
（消費税及び地方消費税を除く）

円

Ⅱ 国が定める基準額上限 ↓見積り面積

標準単価【32,000】円×延床面積【 】㎡
円

② 上限額 500,000 円

③ 交付申請額
①・②のいずれか低い額 円

NO 確認 交付申請の内容変更時（中止）

１ □ 老朽危険家屋等解体撤去費補助金交付申請書
（様式第４号）

２ □ 変更後の見積書の写し

３ □ □写真や図面
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